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清涼飲料水自動販売機設置に係る仕様書 

 

１ 件名 

自動販売機設置事業者公募 

 

２ 貸付期間 

令和６年１０月１日から令和９年９月３０日まで（３年間） 

 

３ 貸付場所等 

（１）貸付場所及び最低貸付料 

物件 

番号 
貸付場所 貸付面積 

最低貸付料 

（年額、税抜） 
備考 

１ 
行田市水道庁舎 

建物内 １階ロビー 

約1.19㎡ 

（幅1,250mm×奥行950mm

×高さ2,200mm） 

27,000円 入替 

 

（２）貸付物件に関する注意事項 

① 上記各寸法は、自動販売機を設置する面積（目安）を示しており、放熱余地部分

及び子メーター設置部分を含んでいる。 

② 空き容器回収ボックスの設置場所は、本仕様のとおり原則として自動販売機付近

の設置とするが、詳細は設置者となった者と行田市水道事業が協議して決定する。 

 

４ 設置する自動販売機の仕様・条件・遵守事項 

（１）自動販売機の仕様 

行田市では、環境負荷軽減のための省エネルギー対策を推進していることから、設

置する自動販売機は、以下の項目を満たす機器を選定するよう努めること。 

① 環境対策 

自動販売機の設置による環境負荷の軽減のため、ノンフロン型の機器。また、消

費電力の削減のため、学習省エネ機能や部分冷却加温システム、ヒートポンプ機能、

ピークカット機能、照明の自動点滅・減光機能などの省エネルギー機能を搭載した

機器。 

② ユニバーサルデザイン 

低い位置に設置された商品選択ボタン、できる限り屈まずに商品を取り出せる取

出口、硬貨を一度に投入することのできる一括投入口、商品取出口や硬貨投入口へ

の点字表示など、年齢や性別、障がいの有無等を問わず、誰にでも使いやすいよう
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工夫された機器。 

③ 災害救援ベンダー 

今回設置する自動販売機は、全て災害救援ベンダー仕様の自動販売機とする（必

須）。これに伴い、設置者は行田市水道事業と「災害時における自動販売機内商品

の無償提供に関する協定書」を締結すること。 

 

（２）自動販売機の設置・管理・運営について 

自動販売機の設置・管理・運営にあたっては、以下に記載する事項を遵守すること。 

① 安全対策 

設置者は、自動販売機の設置における安全を確保するため、以下の安全対策を講

じるものとする。 

ア 転倒防止のため、ＪＩＳ規格「自動販売機の据付基準」（JIS B 8562）及び「自

動販売機の屋内据付基準」（日本自動販売システム機械工業会）を遵守した措置

を講じること。 

 ただし、庁舎の躯体に対し影響を及ぼす可能性のあるアンカー等による固定は、

原則として認めない。 

イ 販売物品の安全性確保のため、「食品添加物等の規格基準」（昭和３４年厚生

省告示第３７０号）、「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」（業界

自主基準）等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすこと。 

ウ 防犯対策のため、偽造通貨（紙幣）の使用による犯罪の防止策が行われている

自動販売機を設置すること。また、屋内設置であっても、「自動販売機堅牢化基

準」（日本自動販売システム機械工業会）を遵守し、犯罪防止に努めること。 

② 販売物品 

ア 販売物品は、清涼飲料水とし、煙草・アルコール類（ノンアルコール含む）の

販売は認めない。 

イ 販売価格は、定価（標準小売価格）以下とすること。 

ウ 設置者は、販売物品及び価格等について事前に施設管理者と調整を図ること。 

③ 商品補充・変更・消費期限の確認 

設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認を行うこと。また、販売

物品を起因とする事故等の発生に対しては、設置者の責任において誠実に対応する

こと。 

④ 売上金の回収及び釣銭の補充 

設置者において、売上金の回収及び釣銭の補充を行うこと。 

⑤ 故障時の対応 

自動販売機に故障が発生した場合、設置者において、速やかに保守員を派遣し対

応すること。また、保守業務は随時行い、自動販売機の機能維持に努めること。な
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お、設置する自動販売機に対しては、故障時等の連絡先を明記すること。 

⑥ 空き容器の回収 

設置者は、空き容器の回収について以下の点に留意し、自動販売機設置場所周辺

の美化に努めること。 

ア 原則として自動販売機設置１台につき最低１基の割合で、空き容器回収ボック

スを設置すること。なお、設置に係る費用は、設置者の負担とする。 

イ 空き容器回収ボックスの素材は、樹脂製または金属製とし、容器の回収頻度や

回収量を考慮し、使用済み容器が溢れ、周囲に散乱することがないよう、十分な

収容容積を確保すること。 

ウ 空き容器の回収は、設置者の責任において適切な頻度で行い、臭気等で不衛生

な状態とならないよう細心の注意を払うこと。 

エ 空き容器の処理は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（平成７年法律第１１２号）などの関係法令に基づき、適切に行うこと。 

 

（３）費用負担 

① 電気代 

自動販売機の設置・管理・運営にかかる電気代は、設置場所にかかる貸付料とは

別に、設置者が行田市水道事業に対し支払うものとする。 

なお、電気使用量の算出に当たっては、設置者の負担において子メーター（計量

法に基づく検定または基準適合検査に合格したもので、有効期限内のもの）を設置

し、施設管理者が指定した期日（年度末）に検針を実施の上、その電力量をもって

電気料金を算出する。 

② 自動販売機の設置にかかる費用 

自動販売機の設置に際し、電気工事等を必要とする場合、その費用は設置者が負

担するものとする。なお、工事を実施する際は、施設管理者の指示に従って行うこ

と。 

 

（４）原状回復 

設置者は、貸付期間が満了または賃貸借契約が解除された場合は、速やかに原状回

復し、施設管理者の確認を受けること。なお、原状回復に要する費用は設置者の負担

とし、設置者は一切の補償を行田市水道事業に対し求めることができない。 

 

（５）使用上の制限 

設置者は、賃貸借契約締結後から貸付期間満了までの間、次に掲げる事項を遵守す

ること。 

① 賃貸借契約の条件を遵守し、貸付料を確実に納付すること。 
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② 貸付物件への建物の建築や工作物の設置を行わないこと。 

③ 貸付物件を第三者に転貸し、またはそれに類似する行為を行わないこと。 

④ 本件賃借権を第三者に譲渡し、または他の権利を設定しないこと。 

 

５ 施設概要及び位置図 

今回募集する物件における自動販売機の設置場所は、以下のとおりである。 

 

（１）行田市水道庁舎（行田市大字前谷１番地１） 

① 物件番号  １ 

② 開庁時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

③ 開 庁 日  次の閉庁日を除く毎日 

・土曜日 ・日曜日 

・年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

・国民の祝日に関する法律で定める休日 

④ 常勤者数  約５０名 
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位置図（物件番号１） 
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６ 販売数量実績 

昨年度の販売数量実績は、以下のとおりである。 

物件 

番号 
施設名称 貸付場所 

年間販売本数（本） 

令和５年度 

１ 行田市水道庁舎 建物内 １階ロビー 2,087 

【参考】 

・行田市水道庁舎の令和５年度の常勤者数は約２５名であり、現在（約５０名）とは異な

っている。 

・物件番号１の隣には、入札対象外となる清涼飲料水自動販売機が設置されている。当該

清涼飲料水自動販売機の令和５年度の年間販売本数は、９５５本である。 

 


